
　秘密情報の請求・決定に関する手続のイメージ

第一種指定化学
物質の名称自体
ではなく、対応
化学物質分類名
によって通知

事業者 主務大臣
（事業所管大臣）

経済産業大臣
環境大臣

①届出に係る第
一種指定化学物
質の取扱いに関
する情報が

②秘密として管理
され、
③生産方法その
他の技術上有用
な情報であって
④公然と知られて
いない
ものとして請求

第一種指定化学
物質の名称でそ
のまま通知

認める場合

認めない場合

請求を認める旨
又は認めない旨
の通知

審査・判定

①

②

③

④ ファイル記録

⑤

ファイル記録事
項の通知

ファイル記録事
項の開示（分類
名のものは分類
名で開示）

開示 開示

⑥

⑦ ⑦

通知された事項
をファイルに記録
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